
対象となる講習会を特定する
ため、講習会の名称・開催日
を記載してください。

オンデマンド配信の場合は、
二週間ごとに初回講演時の謝
金の７割をお支払いします。
オンデマンド配信の許諾を頂
ける講習会の場合、初回の講
演の際に支払った謝金の額を
記入してください。

ああ

①会場講演及びリアルタイム
配信のハイブリット開催の場
合、または②会場講演は行わ
ずリアルタイム配信のみの場
合は、A欄にチェックを入れ
てください。
①または②に加え、見逃し配
信（講演から二週間）終了後
のオンデマンド配信も許諾頂
ける講習会の場合は、A欄、
B欄のいずれもチェックを入
れてください。但し、B欄に
チェックを入れた場合でも、
運用上は、オンデマンドを行
う際、都度メールや電話など
で講師に配信を行う旨確認を
とるようにしてください。

住所・氏名、振
込口座について
は、講師本人の
直筆にて記載し
て頂くようにし
てください。



講習会の受講者において、講演内容や配布さ
れた資料を利用して、講演で学んだ内容を復
習したり、自ら実践したり、さらに研究する
ことは当然に想定されることです。講師に都
度確認する必要がないように、このような当
たり前の利用が可能であることを念のため確
認する条項となります。

基本的には生じ得ない問題ですが、理論上は、
講演や講演資料の内容次第で、講習会の開催
が第三者の知的財産権、名誉権、プライバ
シー権、営業秘密などの法的利益を侵害する
場合もございます。当会において、事前に講
演や講演資料、その権利関係など十分に把握
できない場合もございますので、上記のよう
な問題が生じないことを、念のため講師にお
約束頂く条項となります。

本講演終了後二週間以内の見逃し配信については、いずれの講
習会においても許諾して頂くことが前提となります。見逃し配
信終了後のオンデマンド配信については、B欄にチェックのある
講習会のみ可能となります。オンデマンド配信の謝金について
は、本講演及び見逃し配信が終了したのちに再び配信を行う場
合に発生し、オンデマンド配信期間である二週間ごとに謝金
（初回講演時の謝金の７割相当額）を支払います。
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